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【被害防止のポイント】

◆ 電話やメール、ＳＮＳでお金の話が出た

ときは詐欺を疑いましょう。

◆ 電話で口座番号、暗証番号などの

。銀行口座情報を教えてはいけません

犯人は、市役所職員や銀行コールセンターを

名乗って電話をかけ

○ 介護保険の還付金があります。

などと言い、更に手続と偽って

◇ 銀行口座情報と暗証番号を聞き出し

◇ ネットバンキングを不正登録

◇ 犯人側がネットバンキングを操作

して被害者の口座から犯人側の口座に

現金（合計450万円）を不正送金して

だまし取ったものです。

※ 被害者がＡＴＭ等を操作すること

なく、被害に遭っています!!

号 外

実際の手口例


